
問合せ　●●●●●課　☎00-0000問合せ　●●●●●課　☎00-0000

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に地代・家賃（賃料）支援給付金
を支給します。また、八代商工会議所に申請サポート会場が開設されています。
申請サポート会場
受付期間　　受付中～８月末（予定）
会　　場　　八代商工会議所　３階　大ホール
時　　間　　午前９時～午後５時
※申請サポート会場は完全予約制となります。予約受付専用ダイヤル☎0120-150-413
※家賃支援給付金の詳細は、家賃支援給付金事務局ホームページを確認ください。

給付額
上限：月100万円（法人）、月50万円（個人事業者）　最大６カ月分

問合せ　家賃支援給付金コールセンター☎0120-653-930

通常枠とは別に、新型コロナウイルス感染症危機を乗り越えるために投資を
行う事業者へ補助金を交付します。
【小規模事業者持続化補助金】
補助対象：小規模事業者
特別枠の補助額上限：100万円、補助率：2/3または3/4
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウスなど）には上乗せあり。

【ものづくり・商業・サービス補助金】
補助対象：中小企業、小規模事業者
特別枠の補助額上限：1000万円、補助率：2/3または3/4
申請期限や書類など詳細は経済産業省のホームページを確認ください。

問合せ　八代商工会議所☎32-6191

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した高収益作物（野菜・花き・果樹・茶）生産者の
次期作に向けた取り組みを支援します。
対象者：２月から４月の間に高収益作物を出荷した、または出荷できず廃棄した生産者
金　額：基本単価　5万円/10a（苗床専用圃場は除く）＊交付は１ほ場１回限り
　　　　施設栽培のうち高集約型品目の単価　
　　　　　施設栽培の花き、大葉、わさび　80万円/10a
　　　　　施設栽培のマンゴー、おうとう（サクランボ）、ぶどう　25万円/10a

交付要件：以下の①～②をすべて満たすこと
①２月～４月の高収益作物の出荷実績があるまたは、出荷できず廃棄した
②土づくりのために土壌改良資材を取組実施面積に基準量施用するなど、対象となる取組みを２つ以
上行う

＊その他詳しい内容や申請方法、日程につきましては、市ホームページを確認ください。

問合せ　農業振興課☎33-8751
　　　　ＪＡやつしろ営農企画・支援課☎35-4081

（国） 家賃支援給付金の受付開始（国） 家賃支援給付金の受付開始

（国） 「小規模事業者持続化補助金」 「ものづくり・商業・サービス補助金」
に特別枠が設置
（国） 「小規模事業者持続化補助金」 「ものづくり・商業・サービス補助金」
に特別枠が設置

高収益作物次期作支援交付金の申請受付中高収益作物次期作支援交付金の申請受付中
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